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在日米軍従業員接種で２回接種した者の追加接種に係る接種券の発行について 

 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（５

版）」（以下「手引き」という。）に記載の通り、追加接種に係る接種券の発行

申請が必要な場合の一つに、「在日米軍従業員接種で２回接種した場合」が含

まれます。 

在日米軍従業員接種で２回の接種を完了された方は、在日米軍から発行され

た接種記録カード（通称：CDC カード）（別添１）が発行されるとともに、その

うちの希望された方には防衛省からワクチン接種証明書（別添２）が発行され

ることとなっています。 

 在日米軍から発行される接種記録カード（通称：CDC カード）は英文のみで

の記載ですが、別添１又は別添２をお持ちの方が追加接種に係る接種券の発行

を申請した場合、日本で承認されたワクチンを２回接種していることを確認の

上、接種券を発行いただくようお願いします。 

また、手引きにおいて、接種券の発行申請があった際の接種済証や接種記録

書、VRS 等における接種状況の確認は必須でなく、必要に応じて行うものとし

ています。在日米軍従業員接種で２回接種された方から追加接種に係る接種券

の発行申請があった場合も、別添１又は別添２の確認は必須でなく、基本的に

はご本人の申し出に応じて接種券を発行いただいて差し支えないものとしま

す。 

 

※新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（５版） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000855602.pdf 

 

  



 

在日米軍から発行される接種記録カード（通称：CDC カード） 

 

 

 

 

  

（別添１） 



防衛省が発行するワクチン接種証明書のサンプル 

（別添２） 


